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規

則 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
の
三
を
第
七
条
の
四
と
し
、
第
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
実
習
教
諭
） 

第
七
条
の
三 

学
校
に
、
必
要
に
応
じ
て
実
習
教
諭
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

実
習
教
諭
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
生
徒
の
実
習
に
関
す
る
教
育
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
中
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

埼
玉
県
立
中
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
七
条
の
三
」
を
「
第
七
条
の
四
」
に
改
め
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
六
号 

 
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号
（
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
出
資
法
人
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

告
示
文
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
七
号 

 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
は
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
た

め
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
撤
回
日
を
も
っ
て
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚

生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

    

至
誠
堂
冨
田
病
院 

 
 

 
 

 

名 

称 
 

 
 

 
 病

院 
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
堀
の
内

町
二
丁
目
五
百
六
十
四
番
地 

  
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 

平

成

二

十

八

年
三
月
十
日 

 

撤
回
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
八
号 

 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
及
び
診
療
所
を
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年

厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
と
し
て
平
成
二
十

八
年
三
月
十
一
日
に
認
定
し
、
そ
の
有
効
期
限
を
同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

                           

医
療
法
人
千
葉
外
科
内
科
病

院 医
療
法
人
厚
和
会
河
合
病
院 

 

か
わ
ぐ
ち
心
臓
呼
吸
器
病
院 

 

医
療
法
人
社
団
Ｔ
Ｍ
Ｇ
宗
岡
中

央
病
院 

さ
く
ら
記
念
病
院 

 

三
浦
病
院 

 

医
療
法
人
実
幸
会
栗
原
医
院 

 

医
療
法
人
三
愛
会
三
愛
会
総

合
病
院 

医
療
法
人
道
心
会
埼
玉
東
部

循
環
器
病
院 

至
誠
堂
冨
田
病
院 

 

高
梨
医
院 

   
 

 
 

 

名 

称 
 

 
 

 
 

病
院
及
び
診
療
所 

埼
玉
県
川
口
市
原
町
四
番
四
十
一
号 

 

埼
玉
県
川
口
市
領
家
三
丁
目
六
番
七

号 埼
玉
県
川
口
市
前
川
一
丁
目
一
番
地

五
十
一
号 

埼
玉
県
志
木
市
上
宗
岡
五
丁
目
十
四

番
地
五
十
号 

埼
玉
県
富
士
見
市
水
谷
東
一
丁
目
二

十
八
番
地
一 

埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
下
南
畑
三
千

百
六
十
六
番
地
一 

埼
玉
県
富
士
見
市
羽
沢
一
丁
目
三
十

三
番
地
二
十
八
号 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
成
三
丁
目
七
番
十

七
号 

埼
玉
県
越
谷
市
大
沢
三
千
百
八
十
七

番
地
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
堀
の
内

町
二
丁
目
五
百
六
十
四
番
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
一

丁
目
八
番
十
号 

  
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 

平

成

三

十

一

年
三
月
十
日 

同
右 

 

同
右 

 
同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

有
効
期
限 

 



  

医
療
法
人
社
団
関
心
会
関
本

記
念
病
院 

医
療
法
人
慈
桜
会
瀬
戸
病
院 

医
療
法
人
社
団
清
心
会
至
聖

病
院 

医
療
法
人
社
団
輔
正
会
岡
村

記
念
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
愛
友
会
蓮
田

一
心
会
病
院 

秋
谷
病
院 

 

あ
ね
と
す
病
院 

 

本
庄
総
合
病
院 

 

埼
玉
医
療
生
活
協
同
組
合
皆

野
病
院 

埼
玉
県
川
越
市
中
台
一
丁
目
八
番
地

六 埼
玉
県
所
沢
市
金
山
町
八
番
六
号 

埼
玉
県
狭
山
市
下
奥
富
千
二
百
二
十

一
番
地 

埼
玉
県
日
高
市
栗
坪
二
百
三
十
番
地

一 埼
玉
県
蓮
田
市
本
町
三
番
十
七
号 

 

埼
玉
県
幸
手
市
中
四
丁
目
十
四
番
四

十
一
号 

埼
玉
県
深
谷
市
人
見
千
九
百
七
十
五

番
地 

埼
玉
県
本
庄
市
北
堀
千
七
百
八
十
番

地 埼
玉
県
秩
父
郡
皆
野
町
大
字
皆
野
二

千
三
十
一
番
地
一 

平

成

三

十

一

年
三
月
十
日 

同
右 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

澤
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
入
間
市
下
藤
沢
三
百
五
十
三
番
地
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役 
大
竹
正
人 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
プ
ラ
ザ
ク
リ
エ
イ
ト 

代
表
取
締
役 
大
島
康
弘 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
五
番
町
一
番
地
十 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
エ
コ
ス 

代
表
取
締
役 

平
邦
雄 

 
 

 
 

 

東
京
都
昭
島
市
中
神
町
千
百
六
十
番
地
一 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
九
月
五
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 



 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

澤
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
入
間
市
下
藤
沢
三
百
五
十
三
番
地
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

七
四
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

七
四
台 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
一
時 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
駐
車
場
一 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分 

駐
車
場
二 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

四
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
八
時 

（
変
更
後
）
荷
さ
ば
き
施
設
一 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
二 

午
前
六
時
か
ら
午
前
八
時
三
十
分 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
九
日
外 



 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日 

二 
縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー
川
口
伊
刈
店 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
川
口
都
市
計
画
事
業
芝
東
第
四
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
四
十
四
街
区
七

画
地
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー 

代
表
取
締
役 

岸
本
七
朗 

 
 

 
 

埼
玉
県
上
尾
市
愛
宕
三
丁
目
一
番
四
十
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー 

代
表
取
締
役 

岸
本
七
朗 

 
 

 
 

埼
玉
県
上
尾
市
愛
宕
三
丁
目
一
番
四
十
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
五
百
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
八
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

七
七
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

二
七
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 



 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

一
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
二
百
一
街
区
複
合
店
舗 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
市
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
九
丁
目
一
番
地
二
十
九
の
一
部 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

大
野
直
竹 

 
 

 
 

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
三
丁
目
三
番
五
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
カ
ン
セ
キ 

代
表
取
締
役 

長
谷
川
静
夫 

 
 

 
 

栃
木
県
宇
都
宮
市
西
川
田
本
町
三
丁
目
一
番
一
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
百
三
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
三
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

八
七
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

二
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

六
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
前
八
時
三
十
分 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
三
郷
戸
ヶ
崎
店 

 
 

 

埼
玉
県
三
郷
市
戸
ヶ
崎
二
丁
目
五
百
八
十
一
番
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

大
島
孝
之 

 
 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

大
島
孝
之 

 
 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
四
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
九
百
九
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
〇
五
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
二
八
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

三
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

見
沼
代
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 

住 

所 

 

理
事 

森 

田 

政 

幸 
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
大
戸
千
五
百
八
十
一
番
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日
に
県
営
土
地
改
良
事
業
江
ヶ
崎
・
実
ヶ
谷
地
区
（
区
画
整
理
事

業
）
の
換
地
処
分
を
し
た
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
四
―
一
三
―
二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
下
富
字
駿
河
台
五
百
三
十
一
番
三 

外
二
十
二
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

二
千
三
百
五
十
九
・
〇
二
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
一
四
五
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
三
―
三
三
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
中
央
六
丁
目
七
番
地
一 

外
七
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
〇
八
―
十
四
―
二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字
今
泉
字
大
口
三
百
三
番
一 

外
三
十
五
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

二
千
五
百
七
十
二
・
六
一
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

戸
井
原 

 
 

章 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

日
高
川
島
線 

 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新 

 

旧 

旧
新
別 

比
企
郡
川
島
町
大
字
上
八
ツ
林
字

新
田
前
町
一
四
一
番
一
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
下
八
ツ
林
字
柳
町

二
三
九
番
一
地
先
ま
で 

比
企
郡
川
島
町
大
字
上
八
ツ
林
字

新
田
前
町
一
四
一
番
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
上
八
ツ
林
字
宮
ヶ

谷
戸
九
〇
八
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

間 

一
〇
・
六
六
～ 

 
 

 
 

 

二
九
・
一
〇 

一
〇
・
六
六
～ 

 
 

 
 

 

一
五
・
六
七 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
一
六
七
・
六
〇 

一
一
四
〇
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日

付
け
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整

備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
九

号
の
変
更 

備 

備 
 

考 

考 



告

示 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

伸 

二 
 

 
 



 

  

熊
谷
小
川
秩
父
線 

  

路 
 

線 
 

名 

秩
父
郡
横
瀬
町
大
字
横
瀬
字
拾
四
番
五
八

一
一
番
一
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
横
瀬
字
拾
四
番
五
九
七
四

番
五
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
年
七
月
四

日
付
け
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
三
十
一
号
で
告

示
し
た
道
路
予
定
区

域
の
（
一
部
）
供
用
開

始
で
あ
る
。 

延
長
五
四
〇
・
九
〇

メ
ー
ト
ル 

（
た
だ
し
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る
部
分

に
限
る
。
） 

 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
七
〇
〇
三
四
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
七
〇
〇
九
八
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
字
築
地
前
千
五
百
二
十
二
番
六
十
九 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
藤
金
八
百
六
十
三
番
地
十
一
ラ
タ
ン
タ
若
葉
Ｂ
二
〇
二 

 
 

島
㟢 

寿 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
号 

 
埼
玉
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
埼
玉
県
指
定
有
形
文
化
財
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

  

 

 

古
文
書 

工
芸
品 

絵 

画 

建
造
物 

種
類 

 

出
浦
家
文
書 

 
 

 
 

 
 

 

七
通 

金
銅
装
説
相
箱
及
び
戒
体
箱 

 

四
点 

絹
本
着
色
清
拙
正
澄
画
像 

 
 

一
幅 

諏
訪
神
社
本
殿 

 
 

 
 

 
 

一
棟 

名
称
及
び
員
数 

 

埼
玉
県
秩
父
郡
小
鹿

野
町
両
神
薄
三
千
五

百
二
十
九
番
地 

埼
玉
県
入
間
郡
越
生

町
大
字
越
生
七
百
四

番
地 

埼
玉
県
本
庄
市
中
央

二
丁
目
八
番
二
十
六

号 埼
玉
県
熊
谷
市
上
新

田
二
百
二
十
七
番
地 

所
在
地 

 

出
浦
信
行 

宗
教
法
人

法
恩
寺 

宗
教
法
人 

開
善
寺 

宗
教
法
人

諏
訪
神
社 

所
有
者 

 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
一
号 

 
埼
玉
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

 

 

 

無
形
民
俗

文
化
財 

       

種 

類 

 

西
久
保
観
世
音

の
鉦
は
り 

      

名 
 

称 

 
埼
玉
県
入
間
市
宮
寺 

      

 

所 

在 

地 

 

西
久
保
観
世
音
鉦
は
り

保
存
会 

       
保
護
団
体 

 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
二
号 

 
埼
玉
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
指
定
天
然
記
念
物
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

 

 

 

天
然
記

念
物 

天
然
記

念
物 

種
類 

中
川
低
地
の
河

畔
砂
丘
群 

西

大
輪
砂
丘 

中
川
低
地
の
河

畔
砂
丘
群 

浜

川
戸
砂
丘 

名
称
及
び
員
数 

埼
玉
県
久
喜
市
大
字
西
大
輪
字
原
二

百
二
十
九
番
四
、
二
百
三
十
二
番
二
、

二
百
三
十
九
番
五
、
二
百
四
十
番
五
、

二
百
四
十
一
番
一
、
二
百
四
十
二
番

二
、
二
百
四
十
三
番
一
、
二
百
四
十

四
番
一 

埼
玉
県
春
日
部
市
粕
壁
字
浜
川
戸
五

千
五
百
九
十
七
番
の
一
部
、
五
千
六

百
八
番
の
一
部
、
五
千
六
百
九
番
一

の
一
部
、
五
千
六
百
八
十
一
番
、
五

千
六
百
八
十
二
番
一
、
五
千
六
百
八

十
二
番
二
、
五
千
六
百
九
十
三
番
一

の
一
部
、
五
千
六
百
九
十
三
番
四
（
別

図
の
と
お
り
） 所

在
地 

宗
教
法
人
雷
電
社 

宗
教
法
人
八
幡
神
社
、

宗
教
法
人
稲
荷
神
社
、

春
日
部
市 

 

所
有
者 



 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
二
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
庄

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

   

本
庄
市
市
民
活
動
交

流
セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ

ー
ル 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
本
庄
市
銀
座
一
丁
目
一

番
一
号 

所

在

地 

本
庄
市
長 

管

理

者 

二
百
十
二
人 

収

容

人

員 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
三
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
庄

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い

て
取
り
消
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

  

本
庄
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
本
庄
市
駅
南
一
丁
目
十

三
番
十
二
号 所

在

地 

本
庄
市
長 

管

理

者 

百
二
十
人 

収

容

人

員 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
四
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

く
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
本
庄
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
名
称
及
び
所
在

地
の
変
更
が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

   

下
町
自
治
会
館 

（
新
）
万
年
寺
自
治
会

館 （
旧
）
万
年
寺
集
会
所 

施
設
の
名
称 

（
新
）
埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児

玉
千
六
百
九
十
七
番
地 

（
旧
）
埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児

玉
千
百
十
三
番
地 

埼
玉
県
本
庄
市
万
年
寺
三
丁
目

三
番
三
号 

所

在

地 

下
町
自
治
会

長 万
年
寺
自
治

会
長 

管

理

者 

七
十
人 

五
十
人 

収

容

人

員 
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